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メルカリ利用規約に関するご連絡

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

当機構は、貴社が使用するメルカリ利用規約につき、消費者契約法等に抵触するものとして、規約の

修正を求める申入れを行っておりました。2020 年 3月 31 日、貴社にて前記利用規約が改訂され、その

内容について確認したところ、当機構が修正を求めていた条項について別紙新旧対照表のとおり改訂さ

れていることを確認いたしました。これにより、当機構が修正を求めていた条項の一部については、概

ね消費者の権利を害することのない条項に修正されたものと考えます。

しかしながら、未だ一部条項については、消費者の権利保護の観点から疑問の残る内容であると考え

ます。対象の条項及び理由については別紙「引き続き協議を継続することが求められる事項」のとおり

です。

当機構では、貴社による今般の利用規約改訂により、当機構の申入れた内容の一部について改善がな

されたことを確認した上で、前記のようななおも疑問の残る条項については引き続き検討を行い、必要

に応じて貴社に対し条項の修正に関する協議の提案や申入れを行ってまいりたいと思いますので、本書

をもってその旨ご連絡いたします。 

なお、本ご連絡については公開の方式にてお送りしておりますので、念のため申し添えます。 

敬具
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引き続き協議を継続することが求められる事項 

１．第 2条 1項 13号 

2019/2/13 の改訂により，「本規約」の定義としてプライバシーポリシーおよびガイド

を含むものとする本号の規定が追加され，2019/3/31 の改訂により，同定義から「プライ

バシーポリシー」が削除された。しかし，ここにおいて「ガイド」の定義が不明であり，

ウェブサイトにおいてもこれを特定することができない。「規約」は利用者との間におけ

るメルカリ社利用契約の内容を構成するものであり，内容が不明である「ガイド」をもっ

て利用契約の内容とすることは不適切であると思われる。 

２．第 9条 6項前段 

  出品者と購入者との間の売買契約である「購入行為」につきメルカリ社は契約当事者の立場

になく，契約の帰趨については契約当事者の自由な意思に基づいて決せられ，第三者の介入を

受けないとする民法上の法理により，当該契約を取り消すことのできる立場にはない。しかし，

本項前段は，メルカリ社に当該売買契約にかかる取消権を付与することを規定しているところ，

民法541条および民法上の一般法理の適用に比して消費者の権利を制限し，当該売買契約を取

り消すことによって消費者の義務を加重ずるものであって，信義則に反して消費者の利益を一

方的に害するものであり，他の法理によって正当化されない限り，消費者契約法 10 条に

該当するものと思われる。 

３．第 11条 

(1) 1 項～5項 

     本各項は，いずれも出品者と購入者との間における売買契約についてその特約を定

めるものであるが，メルカリ社は当該売買契約の当事者ではなく，当該売買契約にか

かる特約を定める立場にないことから，これら各項は不適切であると思われる。 

(2) 6 項１号 

   2019/2/1 の改訂により規定された本号は，本サービスに関するオンラインシステム

の利用契約につき，メルペイ社にかかる規定を含むものとされた。しかし，メルペイ社

がオンラインシステムの提供者である場合において，メルカリ社は利用契約の当事者で

はなく，メルカリ利用規約においてオンラインシステムの契約内容を規定することはで

きない。また，本号においてオンラインシステム利用契約の内容につき「本サービス中

のガイドで定められる」ものと規定されているところ，「ガイド」の内容をもって契約

内容とすることは不適切であるものといわざるを得ない。したがって，本号については，

オンライン利用契約については，その契約主体となるサービス提供者を含め，メルカリ

利用契約とは別個の利用契約によって規定し，利用者との締結を図ることが適切である

と思われる。 

(5) 6 項 2号 

   2019/2/1 の改訂により規定された本号は，メルペイ社のサービス契約にかかるもの

であり，契約当事者ではないメルカリ社において規定すべきではないものと思われる。 

４．第 16条 

(1) 2 項 

約定解除権を留保することは可能であり，本項は，消費者契約法 10 条に反するもの

とは言えないが，メルカリ社が債務不履行責任を免れるために解除権を行使する可能
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性があることから解除権の行使に制限を加えることが適切であると思われる。 

  (2) 3 項 

     本項は，2020/3/31の改訂により，メルカリ社の故意又は過失による場合には購入

者において契約を解除することができるものとされたが，改正民法 541 条は，売主に

債務不履行があるときは，その不履行が軽微なものである場合を除き，催告のうえ解

除することができるものと規定している。本項は，メルカリ社が出品した商品の解除

についてメルカリ社の帰責事由を解除要件とする点において，民法の適用に比して消

費者の権利を制限し，信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであり，消

費者契約法 10条に該当するものと思われる。 

５．第 17条２項 

   出品者と購入者との間の売買契約につきメルカリ社は契約当事者の立場になく，契約

の帰趨については契約当事者の自由な意思に基づいて決せられ，第三者の介入を受けな

いとする民法上の法理により，当該契約を解除することのできる立場にはない。しかし，

本項は，メルカリ社に当該売買契約にかかる解除権を付与することを規定しているとこ

ろ，民法 541 条および民法上の一般法理の適用に比して消費者の権利を制限し，当該売

買契約を解除することによって消費者の義務を加重ずるものであって，信義則に反して

消費者の利益を一方的に害するものであり，他の法理によって正当化されない限り，消

費者契約法10条に該当するものと思われる。 

６．第 19条 2項 

   改正民法 548 条の 4 は，定型約款の変更につき一定の制限を加えているが，本項前

段は，契約内容につきメルカリ社からの一方的な変更を規定するものであるところ，

2020/3/31 の改訂により「適用法令に定める手続に従うことにより」という文言が挿入

されたが，「適用法令に定める手続」の内容を具体的に明示することが適切であると思

われる。 

７．第 22条 1項 

   本項の規定するサービスの内容・品質・水準，サービスの安定的な提供，サービスの

利用に伴う結果等について一切保証しない旨の特約は，民法の適用に比して消費者の

権利を制限する条項であって，信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもので

あり，消費者契約法 10条に該当するものと思われる。 

８．第 24条 4項 

   本項は，規約の一部が無効と判断された場合において，無効となる部分が不明確であ

り，メルカリ社に有利な解釈に従わなければならなくなる恐れがある点において，民法

又は契約自由の原則に比して消費者の権利を制限する条項であって，信義則に反して

消費者の利益を一方的に害するものであり，消費者契約法 10 条に該当するものと思わ

れる。 
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改  正  後 

（2019/2/13改訂版） 

第３条 本規約への同意及び本規約の改正 

1.（略） 

2.（略） 

3.本規約への変更 

弊社は、必要に応じ、弊社が運営するウェブサ

イト又はアプリケーション内の適宜の場所へ

の掲示をすることにより、本規約の内容を随時

変更できるものとします。本規約の変更後に、

ユーザーが本サービスを利用した場合又は弊

社の定める期間内に退会の手続をとらなかっ

た場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意

をしたとみなされます。弊社は、本規約の改定

又は変更によりユーザーに生じたすべての損

害について、弊社の故意又は重過失に起因する

場合を除き、一切の責任を負いません。 

（2020/3/31改訂版） 

第３条 本規約への同意及び本規約の改正 

1.（略） 

2.（略） 

3.本規約への変更 

弊社は、必要に応じ、弊社が運営するウェブサイ

ト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲

示をすることにより、本規約の内容を随時変更で

きるものとします。本規約の変更後に、ユーザー

が本サービスを利用した場合には、ユーザーは、

本規約の変更に同意をしたものとみなされます。

なお、本規約の変更に同意しないユーザーは、本

サービスの利用を停止してください。弊社は、本

規約の改定又は変更によりユーザーに生じたす

べての損害について、弊社の故意又は過失に起因

する場合を除き責任を負いません。 

改  正  前 

（2018/5/17改訂版） 

第３条 本規約への同意及び本規約の改正 

1.（略） 

2.（略） 

3.本規約への変更 

弊社は、必要に応じ、本規約を変更できるものと

します。弊社は、本規約を変更した場合には、ユ

ーザーに通知するものとし、通知後、ユーザーが

本サービスを利用した場合又は弊社の定める期

間内にアカウント削除の手続をとらなかった場

合には、ユーザーは、本規約の変更に同意をした

とみなされるものとします。弊社は、本規約の改

定、変更によりユーザーに生じたすべての損害に

ついて、一切の責任を負いません。 

申入れの趣旨・理由・結論 

（３項関係） 

３項第３段は、メルカリ社の賠償責任をすべて免

責する規定であり、消費者契約法８条１号および

３号に該当するものとして消費者契約法12条にも

とづき削除を求める。 

2019/2/13の改訂により、メルカリ社の故意又は
重過失による場合には免責されないものとさ

れた。 

 2020/3/31 の改訂により、「一切」の文言が削
除され、メルカリ社の故意又は過失による場合

には免責されないものとされた。 

メルカリ利用規約（新旧対照表）
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改  正  後 

（2020/3/31 改訂版） 

第 4条 ユーザー登録及びアカウント情報 

1.～5.（略） 

6.（削除）〔以下繰り上げ〕 

7.アカウント情報の不正利用等 

アカウント情報の管理不十分による情報の漏

洩、使用上の過誤、第三者の使用、不正アクセ

ス等による損害の責任はユーザーが負うもの

とし、弊社の故意又は過失に起因する場合を除

き、弊社は責任を負わないものとします。また、

アカウント情報が不正に利用されたことによ

り弊社に損害が生じた場合、ユーザーは当該損

害を賠償するものとします。 

8.（略）

改  正  前 

（2018/5/17 改訂版） 

第４条 ユーザー登録及びアカウント情報 

1.～5.（略） 

6.弊社の免責 

ユーザーがユーザー登録や登録内容の変更を

したことや弊社がユーザー登録を承認しない

ことにより生じた損害に関しまして、弊社は一

切責任を負わないものとします。 

7.（略） 

8.アカウント情報の不正利用等 

アカウント情報の管理不十分による情報の漏

洩、使用上の過誤、第三者の使用、不正アクセ

ス等による損害の責任はユーザーが負うもの

とし、弊社は一切責任を負わないものとしま

す。また、アカウント情報が不正に利用された

ことにより弊社に損害が生じた場合、ユーザー

は当該損害を賠償するものとします。

申入れの趣旨・理由・結論 

（６項関係） 

６項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す

る規定であり、消費者契約法８条１号および３

号に該当するものとして消費者契約法12条にも

とづき削除を求める。 

 2020/3/31の改訂により、６項が削除された。

（８項関係）〔2018/9/3 申入れ〕

８項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す

る規定であり、消費者契約法８条１号および３

号に該当するものとして消費者契約法12条にも

とづき削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂によって７項に繰り上げ
られた８項において、メルカリ社の故意又

は過失による場合には免責されないものと

された。
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改  正  後

（2019/2/13 改訂版） 

第５条 ユーザー登録の取消等 
1.ユーザー登録の取消・利用停止等 
弊社は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該
当した場合又は該当したと弊社が合理的な理
由に基づき判断した場合、事前の通知なしに、
ユーザー登録の取消、本サービスの全部若しく
は一部へのアクセスの拒否、利用停止等、又は、
ユーザーに関連するコンテンツや情報の全部
若しくは一部の削除の措置をとることができ
るものとし、弊社は、その理由を説明する義務
を負わないものとします。なお、弊社は、ユー
ザーが以下の各号のいずれにも該当しないこ
とを確認するために、弊社が必要と判断する本
人確認を行うことができ、かかる本人確認が完
了するまで本サービスの全部又は一部へのア
クセスの拒否、利用停止等の措置をとることが
できます。 
 (1)～(12)（略） 
2.～3.（略） 

（2020/3/31 改訂版） 
第５条 ユーザー登録の取消等 
1.（略） 
2.（略） 
3.弊社の免責 
弊社は、本条の措置により生じる損害につい
て、弊社の故意又は過失に起因する場合を除
き、責任を負わないものとします。

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 

第５条 ユーザー登録の取消等 
1.ユーザー登録の取消・利用停止等 
弊社は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該
当した場合又は該当したと弊社が判断した場
合、事前の通知なしに、ユーザー登録の取消、
本サービスの全部もしくは一部へのアクセス
の拒否・利用停止等、又は、ユーザーに関連す
るコンテンツや情報の全部もしくは一部の削
除の措置をとることができるものとします。弊
社は、その理由を説明する義務を負わないもの
とします。なお、弊社は、ユーザーが以下の各
号のいずれにも該当しないことを確認するた
めに、弊社が必要と判断する本人確認を行うこ
とができ、確認が完了するまで本サービスの全
部もしくは一部へのアクセスの拒否・利用停止
等の措置することができます。 

   1.～12.（略） 
2.（略） 
3.（略） 
4.弊社の免責 
弊社は、本条の措置により生じる損害につい
て、一切の責任を負わないものとします。

申入れの趣旨・理由・結論

（１項関係） 

１項は、メルカリ社と利用者との間の利用契約
における契約内容を何らの説明もなく一方的に
変更あるいは停止等することにできる権限をメ
ルカリ社に付与するものとして不適切であり、
削除することが望ましい 

 2019/2/13 の改訂により、「合理的な理由に
基づく」ことが要件として追加された。 

（４項関係） 

４項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す
る規定であり、消費者契約法８条１号および３
号に該当するものとして消費者契約法12条にも
とづき削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂により、メルカリ社の故意
又は過失による場合には免責されないもの
とされた。
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改  正  後

（2019/2/13 改訂版） 

第６条 ユーザーの退会 

1.（略） 

2.（削除）（以下繰り上げ） 

2. 弊社は、本条の措置により生じる損害につい

て、一切の責任を負わないものとします。 

（2020/3/31 改訂版） 

第６条 ユーザーの退会 

1.（略） 

2.弊社は、本条の措置により生じる損害につい

て、弊社の故意又は過失に起因する場合を除

き、責任を負わないものとします 

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 

第６条 ユーザーの退会 

1.（略） 

2.無効化等 

ユーザーが退会を希望する時点で当ユーザー

に支払われることとなっていた金銭等につい

ては、弊社の判断により、無効とすることがで

きるものとします。 

3.弊社の免責 

弊社は、本条の措置により生じる損害につい

て、一切の責任を負わないものとします。

申入れの趣旨・理由・結論

（２項関係） 

２項は、メルカリ社の判断により 消費者の支払

請求権を一方的に無効とすることができる旨を

定めるものであり削除することが適切である。

 2019/2/13の改訂により、２項は削除された。
（３項関係） 

2019/2/13 の改訂によって２項に繰り上げられ

た３項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責

する規定であり、消費者契約法８条１号および

３号に該当するものとして消費者契約法12条に

もとづき削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂により、メルカリ社の故意
又は過失による場合には免責されないも

のとされた。
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改  正  後

（2019/2/1 改訂版） 

第７条 個人情報等の取扱い 

1.～3.（略） 

4.～7.（削除）

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 

第７条 個人情報等の取扱い 

1.～5.（略） 

6.弊社の免責 

個人情報等を前項に基づき第三者に預託又は

提供したことによるユーザーの損害について、

弊社は一切責任を負わないものとします。ユー

ザーは、本条の内容を十分に認識した上で、本

サービスを利用する必要するものとします。 

7.（略）

申入れの趣旨・理由・結論

（６項関係） 

６項前段は、メルカリ社の賠償責任をすべて免

責する規定であり、消費者契約法８条１号およ

び３号に該当するものとして消費者契約法12条

にもとづき削除を求める。 

 2019/2/1の改訂により、６項は削除された。
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改  正  後

（2020/3/31 改訂版） 

第９条 商品の出品 

1.～4.（略） 

5.特定ユーザーへの販売を意図した出品 

ユーザーは、他の特定のユーザーのみを対象と

する販売を意図して商品を出品することがで

きません。弊社は、その裁量により、出品の条

件その他の状況から、ある商品の出品が他の特

定のユーザーのみを対象とする販売を意図す

るものであるか否かを判断することができる

ものとします。 

6.出品に関する本規約違反 

出品に関する本規約違反出品に関して、弊社が

本規約又は加盟店規約に違反する又は不適切

であると合理な理由に基づき判断した場合、弊

社は、第５条に定める措置のほか、その出品に

対して発生していた購入行為を弊社の判断で

取消すことができるものとします。本項に基づ

く措置によってユーザーに生じ損害ついて、弊

社の故意又は過失に起因する場合を除き、弊は

責任負わないものとします。 

7.弊社の免責 

ユーザーの出品等によって、ユーザー及び第三

者生じ損害つき、弊社の故意又は過失に起因する

場合を除き、弊社は責任負わないものとします。

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 

第９条 商品の出品 

1.～4.（略） 

5.特定ユーザーへの販売を意図した出品 

ユーザーは、他の特定のユーザーのみを対象と

する販売を意図して商品を出品することがで

きません。弊社は、その裁量により、出品の条

件その他の状況から、ある商品の出品が他の特

定のユーザーのみを対象とする販売を意図す

るものであるか否かを判断することができ、か

かる判断によってユーザーに生じる損害につ

いて、一切責任を負わないものとします。 

6.出品に関する本規約違反 

出品に関して弊社が本規約又は加盟店規約に

違反すると判断した場合又は不適切と判断し

た場合、弊社は、第５条に定める措置のほか、

その出品やその出品に対して発生していた購

入行為等を弊社の判断で取り消すことができ

るものとします。本項に基づく措置によってユ

ーザーに生じる損害について、弊社は一切責任

を負わないものとします。 

7.弊社の免責 

ユーザーの出品等によって、ユーザー及び第三

者に生じる損害につき、弊社は一切責任を負わ

ないものとします。

申入れ（2018/9/3）の趣旨・理由・結論

（５項関係） 

５項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す

る規定であり、消費者契約法８条１号および３

号に該当するものとして消費者契約法12条にも

とづき削除を求める。 
 2020/3/31の改訂により、６項の規定のうち、
メルカリ社の賠償責任をすべて免責とする部

分は削除された。 

（６項関係） 

６項後段は、メルカリ社の賠償責任をすべて免

責する規定であり、消費者契約法８条１号およ

び３号に該当するものとして消費者契約法12条

にもとづき削除を求める。 
 2020/3/31 の改訂により、メルカリ社の故意
又は過失による場合には免責されないものと

された。 

（７項関係） 

７項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す

る規定であり、消費者契約法８条１号および３

号に該当するものとして消費者契約法12条にも

とづき削除を求める。 
 2020/3/31 の改訂により、メルカリ社の故意
又は過失による場合には免責されないもの

とされた。
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改  正  後

（2020/3/31 改訂版） 

第 10 条 商品の購入 

1.～4.（略） 

5.弊社の免責 

ユーザーの注文購入等によって、ユーザー及び

第三者生じ損害つき、弊社の故意又は過失に起

因する場合除き、弊社は責任負わないものとし

ます。

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 

第 10 条 商品の購入 

1.～4.（略） 

5.弊社の免責 

ユーザーの注文又は購入等によって、ユーザー

及び第三者に生じる損害につき、弊社は一切責

任を負わないものとします。

申入れの趣旨・理由・結論

（５項関係） 

５項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す

る規定であり、消費者契約法８条１号および３

号に該当するものとして消費者契約法12条にも

とづき削除を求める 

 2020/3/31 の改訂により、メルカリ社の故意
又は過失による場合には免責されないもの

とされた。
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改  正  後 

（2020/3/31 改訂版） 

第 11 条 支払及び取引の実行 

1.～7.（略） 

8.売買契約の取消 

売買契約が成立した場合においても、購入者が

商品代金及び利用料の合計額を支払わない場

合又は支払いを遅延した場合、出品者が商品を

発送しない場合、その他弊社が本サービスの適

切な運営のために必要と認める場合には、弊社

は、当該売買契約を取り消し、又は当該売買契

約を維持したまま、弊社の判断でユーザーに代

金相当額の補償を行うことができるものとし

ます。なお、弊社がユーザーに代金相当額の補

償を行った場合には、弊社は、当該ユーザーに

対して当該売買契約に係る商品の所有権を弊

社に譲渡するとともに、弊社の指示に従って当

該商品を弊社に引き渡すことを求めることが

できるものとします。 

9.弊社の免責 

ユーザーが本サービスに入力し決済手段又は

金融機関情報が第三者に利用されたこと若し

くは入力情報内が不正確あったこと又は弊社

が本条に基づく措置を行ったこと若しくは行

わかかったことによってユーザーに生じ損害

に関して、弊社の故意又は過失に起因する場合

を除き、弊社は責任負わないものとます。 

改  正  前 

（2018/5/17 改訂版） 

第 11 条 支払及び取引の実行 

1.～7.（略） 

 8.売買契約の取消 

売買契約が成立した場合においても、購入者が

商品代金及び利用料の合計額を支払わない場

合もしくは支払いを遅延した場合、出品者が商

品を発送しない場合、その他弊社が必要と認め

る場合には、弊社は、当該売買契約を取り消す

ことができるものとします。かかる売買契約の

取消しその他の事由により弊社が必要と認め

る場合には、ユーザーは、弊社の指示に従い、

商品の所有権を無償で弊社に譲渡するものと

します。 

9.弊社の免責 

ユーザーが本サービスに入力した決済手段又

は金融機関の情報が第三者に利用されたこと

もしくは入力情報の内容が不正確であったこ

と又は弊社が本条に基づく措置を行ったこと

もくしは行わなかったことによってユーザー

に生じた損害に関して、弊社は一切責任を負わ

ないものとします。 

申入れの趣旨・理由・結論 

（８項関係） 

①８項前段 

８項前段は、契約当事者ではないメルカリ社に取消

権を与えるものであり削除することが適切である 

引き続き協議を継続することが求められる。
②８項後段 

８項後段は、メルカリ社の一方的な意思表示に

より商品の所有権を無償でメルカリ社に移転さ

せるものであり削除することが適切である。 

引き続き協議を継続することが求められる。

（９項関係） 

９項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す

る規定であり、消費者契約法８条１号および３

号に該当するものとして消費者契約法12条にも

とづき削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂により、メルカリ社の故意
又は過失による場合には免責されないもの

とされた。 
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改  正  後

（2019/2/1 改訂版） 
第 13 条 販売手数料等及び売上申請 
1.（略） 
2.引出申請 

  (1)出品者は、当該取引完了時から 180 日以内
に、メルカリアプリにおける所定の手続に
より、メルペイ社との間で締結する加盟店
規約に基づき、売上金の支払請求をメルペ
イ社に対して行うものとします。 

（2019/2/13 改訂版） 
第 13 条 販売手数料等及び売上申請 
1.（略） 
2.引出申請 
(1)取引完了となった場合、弊社は、その旨をメ
ルペイ社に通知するものとし、出品者（資金
移動ポイントユーザーに該当する方は除く
ものとします。)は、当該取引完了時から180
日以内に、メルカリアプリにおける所定の手
続により、加盟店規約に基づき、売上金の引
出請求をメルペイ社に対して行うものとし
ます。 

(2)（略） 
(3)（略） 

（2020/3/31 改訂版） 
第 13 条 販売手数料等及び売上申請 
1.（略） 
2.引出申請 
(1)取引完了となった場合、弊社は、その旨をメ
ルペイ社に通知するものとし、出品者（メル
ペイ残高ユーザーに該当する方は除くもの
とします。)は、当該取引完了時から 180 日
以内に、メルカリアプリにおける所定の手続
により、加盟店規約に基づき、売上金の引出
請求をメルペイ社に対して行うものとしま
す。 

(2)（略） 
(3)（略）

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 
第 13 条 販売手数料等及び売上申請 
1.（略） 
2.引出申請 
1. 出品者は、出品した商品の売買契約が成立
し、当該売買契約に関する支払及び商品の
発送ならびに出品者及び購入者による相互
の評価が行われ取引が完了した場合、当該
取引完了時から 90 日以内に当該商品の商
品代金の引出申請を行うものとします。な
お、商品代金の引出申請に当たっては、弊社
所定の本人確認を求めることがあり、確認
が終了するまでは、引出しを留保させてい
ただくことがあります。弊社が商品代金の
引出申請を求めたにもかかわらず、出品者
が当該取引完了時から 90日を経過しても、
当該商品の商品代金の引出申請を行わなか
った場合には、弊社は、速やかに、当該出品
者が登録した金融機関の口座に、当該商品
代金の全額を振り込む方法により支払いま
す。なお、本項に基づき、弊社が振込手続を
行ったにもかかわらず、弊社の責めに帰す
べき事由なく振り込みが正常に完了しない
場合には、弊社は、当該出品者が、当該商品
代金相当額の支払請求権を放棄したとみな
すことができるものとします。 

2.（略） 
3.（略）

申入れの趣旨・理由・結論

（２項１号関係）
２項１号は、メルカリ社の判断により、消費者が
メルカリ社に対して有する支払請求権を一方的
に消滅させるものであり削除することが適切で
ある。 

 2019/2/1 の改訂により、引出申請期間が180
日以内に延長され、メルカリ社の判断によ
る支払請求権の一方的消滅に関する規定が
削除された。 
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改  正  後

（2020/3/31 改訂版） 

第 16 条 弊社による商品の出品・販売等 

1.（略） 

2.（2018/5/17 改訂版に同じ） 

3.弊社が出品した商品を購入した購入者は、商品

に暇疵がある場合又は品違いの場合その他弊

社の故意又は過失に起因する場合を除き、売買

のキャンセル及び商品の返品を行うことはで

きないものとします。 

4.（略） 

5.（略）

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 

第 16 条 弊社による商品の出品・販売等 

1.（略） 

2.弊社が出品した商品を購入者が購入した場合

であっても、システムトラブル、欠品、配送事

故、又はその他の事情により、商品を納品でき

ない場合があります。その場合、弊社は、弊社

の裁量により、当該商品にかかる購入者との売

買契約を解除することができるものとし、購入

者への返金その他の弊社が適切と認める措置

をとるものとします。 

3.弊社が出品した商品を購入した購入者は、商品

に瑕疵がある場合又は品違いの場合を除き、売

買のキャンセル・商品の返品を行うことはでき

ないものとします。 

4.（略） 

5.（略）

申入れの趣旨・理由・結論

（２項関係） 

２項は、メルカリ社に債務不履行が生じる場合

において、その一方的な解除権の行使により、債

務不履行責任を免れる可能性を有しており、消

費者の利益を害するものと言わざるを得ず、解

除権の行使に制限を加えることが適切である。

引き続き協議を継続することが求められる。

（３項関係）

３項は、メルカリ社に債務不履行があった場合

について購入者が解除権を行使できる場合を

「商品に瑕疵がある場合又は品違いの場合」に

限定しており、消費者契約法 第 8条の 2第 1項

に該当するものとして消費者契約法12条にもと

づき削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂により、メルカリ社の故意
又は過失による場合には購入者において契

約を解除することができる旨が追加された

が、改正民法 541 条において、売主に債務

不履行があるときは、その不履行が軽微な

ものである場合を除き、催告のうえ解除す

ることができるものと規定されることとな

ったことから、引き続き協議を継続するこ

とが求められる。
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改  正  後

（2020/3/31 改訂版） 

第 17 条 弊社による商品の配送 

1.（略） 

2.（略） 

3.前項に定める場合において、弊社は、売買契約

の解除又は前項に基づく措置により購入者又

は第三者に生じた損害に関して、弊社の故意又

は過失に起因する場合を除き、責任を負わない

ものとします。前項に定める場合において、弊

社が損害を被った場合には、購入者は当該損害

を賠償するものとします。

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 

第 17 条 弊社による商品の配送 

1.（略） 

2.（略） 

3.前項に定める場合において、弊社は、売買契約

の解除又は前項に基づく措置により購入者又

は第三者に生じた損害に関して、一切責任を負

わないものとします。前項に定める場合におい

て、弊社が損害を被った場合には、購入者は当

該損害を賠償するものとします。

申入れの趣旨・理由・結論

（３項関係） 

３項前段は、メルカリ社の賠償責任をすべて免

責する規定であり、消費者契約法８条１号およ

び３号に該当するものとして消費者契約法12条

にもとづき削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂により、メルカリ社の故意
又は過失による場合には免責されないもの

とされた。
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改  正  後

（2020/3/31 改訂版） 

第 18 条 他のサービスへの遷移 

 1.ユーザーが本サービスを利用するにあたり、本

サービスから、弊社グループ又は第三者が運営

する他のサービス(以下「外部サービス」とい

います。)に遷移する場合があります。ユーザ

ーは、予めこれに同意するものとし、本規約及

び外部サービスの利用規約等を遵守して、本サ

ービス及び外部サービスを利用するものとし

ます。なお弊社は、外部サービスについて保証

しません。 

 2.（削除）

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 

第 18 条 他のサービスへの遷移 

 1.外部サービスへの遷移 

ユーザーが本サービスを利用するにあたり、本

サービスから、弊社グループ又は第三者が運営

する他のサービス（以下「外部サービス」といい

ます）に遷移する場合があります。ユーザーは、

予めこれに同意するものとし、本規約及び外部

サービスの利用規約等を遵守して、本サービス

及び外部サービスを利用するものとします。 

 2.外部サービスの利用規約等 

外部サービスへの遷移後に本サービスの利用

を継続したユーザーは、外部サービスの利用規

約等に同意したものとみなします。弊社は、外

部サービスについて何等の保証を行わないも

のとし、ユーザー及び第三者が外部サービスを

利用することにより生じる損害について、一切

責任を負わないものとします。

申入れの趣旨・理由・結論

（２項関係） 

２項後段は、メルカリ社の賠償責任をすべて免

責する規定であり、消費者契約法８条１号およ

び３号に該当するものとして消費者契約法12条

にもとづき削除を求める。 

 2020/3/31 改訂版において１項および２項前
段を統合したうえ、２項後段が削除され、外

部サービスの非保証が規定された。
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改  正  後

（2020/3/31 改訂版） 

第 19 条 本サービスの中断・終了及び変更 

1.本サービスの中断 

弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場

合には、ユーザーに事前に通知することなく

一時的に本サービスの全部又は一部を中断す

る事ができるものとします。 

   (1)～(7)（略） 

2.本サービスの終了及び変更 

弊社は、適用法令に定める手続に従うことによ

り、任意の理由により、本サービスの全部又は

一部を終了及び変更できるものとします。本サ

ービスを終了する場合においては、弊社が適当

と判断する方法で、可能な限り事前にユーザー

にその旨を通知し、または公表するものとしま

す。

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 

第 19 条 本サービスの中断・終了及び変更 

1.本サービスの中断 

弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場

合には、ユーザーに事前に通知することなく

一時的に本サービスの全部又は一部を中断す

る事ができるものとします。その際、ユーザ

ーに損害が発生した場合であっても、弊社は

一切の責任を負わないものとします。 

   1.～7.（略） 

2.本サービスの終了及び変更 

弊社は、任意の理由により、ユーザーへの事前

通知をすることなく、いつでも本サービスの全

部又は一部を終了及び変更できるものとしま

す。弊社は、前項の本サービスの終了及び変更

による損害について、ユーザー及び第三者に対

して一切責任を負わないものとします。

申入れの趣旨・理由・結論

（１項関係） 

１項後段は、メルカリ社の賠償責任をすべて免

責する規定であり、消費者契約法８条１号およ

び３号に該当するものとして消費者契約法12条

にもとづき削除を求める。 

 2020/3/31の改訂により１項段は削除された。

（２項関係） 

①改正民法 548 条の 4 は、定型約款の変更につ

き一定の制限を加えているが、２項前段は、本契

約内容につきメルカリ社からの一方的な変更を

規定しており、民法の適用に比して消費者の権

利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一

方的に害するものであり、消費者契約法 10 条に

該当するものとして消費者契約法12条にもとづ

き削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂により「適用法令に定める
手続に従うことにより」という文言が挿入

されたが、「適用法令に定める手続」の内容

が明示されていないことから、引き続き協

議を継続することが求められる。 

②２項後段は、メルカリ社の賠償責任をすべて

免責する規定であり、消費者契約法８条１号お

よび３号に該当するものとして消費者契約法 12

条にもとづき削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂により２項後段における
免責規定が削除された。
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改  正  後

（2020/3/31 改訂版） 

第 20 条 知的財産権及びコンテンツ 

1.（略） 

2.（略） 

3.コンテンツに関する責任 

ユーザー等がサービスに関連して発信又は掲

載したコンテンツに関する一切の責任は、当該

ユーザー等が負うものとし、弊社は、その内容、

品質、正確性、信憑性、適法性、最新性、有用

性等について、確認いたしません。また、弊社

は、それらに関して保証しないものとします。

 4.コンテンツの内容等 

  ユーザー等は、他のユーザー等が発信又は掲載

するコンテンツに対して、その内容、品質、正

確性、信憑性、適法性、最新性、有用性等をユ

ーザー等ご自身で判断する必要があります。弊

社は、ユーザー等及び第三者が弊社のコンテン

ツを利用することにより生じる損害について、

弊社の故意又は過失に起因する場合除き、責任

を負わないものとします。 

5.（略） 

 6.（略）

改  正  前

（2018/5/17 改訂版） 

第 20 条 知的財産権及びコンテンツ 

1.（略） 

2.（略） 

3.コンテンツに関する責任 

ユーザー等がサービスに関連して発信又は掲

載したコンテンツに関する一切の責任は、当該

ユーザー等が負うものとし、弊社は、その内容、

品質、正確性、信憑性、適法性、最新性、有用

性等について、確認いたしません。また、弊社

は、それらに関して、一切保証せず、一切責任

を負わないものとします。 

 4. コンテンツの内容等 

  ユーザー等は、他のユーザー等が発信又は掲載

するコンテンツに対して、その内容、品質、正

確性、信憑性、適法性、最新性、有用性等をユ

ーザー等ご自身で判断する必要があります。弊

社は、ユーザー等及び第三者が弊社のコンテン

ツを利用することにより生じる損害について、

一切責任を負わないものとします。 

5.（略） 

 6.（略）

申入れの趣旨・理由・結論

（３項関係）

３項後段は、メルカリ社の賠償責任をすべて免

責する規定であり、消費者契約法８条１号およ

び３号に該当するものとして消費者契約法12条

にもとづき削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂により２項後段における
免責規定は削除された。 

（４項関係） 

４項後段は、メルカリ社の賠償責任をすべて免

責する規定であり、消費者契約法８条１号およ

び３号に該当するものとして消費者契約法12条

にもとづき削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂によりメルカリ社の故意
又は過失による場合には免責されないもの

とされた。
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改  正  後 

（2020/3/31 改訂版） 

第 21 条 ユーザーの責任及び接続環境等 

 1.（略） 

 2.ネットワークの経由等 

ユーザーは、本サービスを利用する際に、種々

のネットワークを経由する場合があることを

理解し、接続しているネットワークや機器等に

よっては、それらに接続したり、それらを通過

するために、データや信号等の内容が変更され

る可能性があることをます。 

 3.（略） 

 4.トラブルの解決 

本サービスに関連してユーザー間又はユーザー

と第三者間で発生したトラブル（本サービスを将

来利用するという前提の下で起こったトラブル

を含む。） に関して、ユーザーは各自の費用及び

責任で解決するものとします。トラブルが生じた

際には、当事者間で解決するものとし、当該トラ

ブルにより弊社が損害を被った場合は、当事者は

連帯して当該損害を賠償するものとします。 

5.第三者との紛争解決 

ユーザーと第三者との間で、本サービスに関連

して、裁判やクレーム、請求等あらゆるトラブ

ルを含む紛争が生じた場合、ユーザー各自の責

任や費用で解決するものとし、弊社は、当該紛

争に関し、一切関与しません。当該紛争がユー

ザーの故意又は過失に起因して生じた場合に

は、ユーザーは、当該紛争により弊社に生じた

損害を連帯して賠償するものとします。 

改  正  前 

（2018/5/17 改訂版） 

第 21 条 ユーザーの責任及び接続環境等 

 1.（略） 

 2.ネットワークの経由等 

ユーザーは、本サービスを利用する際に、種々

のネットワークを経由する場合があることを

理解し、接続しているネットワークや機器等に

よっては、それらに接続したり、それらを通過

するために、データや信号等の内容が変更され

る可能性があることを理解したうえで、本サー

ビスを利用するものとし、かかる変更について

弊社は一切責任を負わないものとします。 

 3.（略） 

 4.トラブルの解決 

本サービスに関連してユーザー間又はユーザー

と第三者間で発生したトラブル（本サービスを

将来利用するという前提の下で起こったトラブ

ルを含む。） に関して、ユーザーは各自の費用及

び責任で解決するものとし、弊社は一切の責任

を負わないものとします。トラブルが生じた際

には、当事者間で解決するものとし、当該トラブ

ルにより弊社が損害を被った場合は、当事者は

連帯して当該損害を賠償するものとします。 

 5.第三者との紛争解決 

ユーザーと第三者との間で、本サービスに関連

して、裁判やクレーム、請求等あらゆるトラブ

ルを含む紛争が生じた場合、ユーザー各自の責

任や費用で解決するものとし、弊社は、当該紛

争に関し、一切関与しません。ユーザーは、当

該紛争の対応のために弊社に生じた弁護士費

用を含むあらゆる費用及び賠償金等を、連帯し

て賠償するものとします。 

申入れの趣旨・理由・結論 

（２項関係） 

２項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す

る規定であり、消費者契約法８条１号および３

号に該当するものと認識していたところ、

2020/3/31 の改訂により削除された。 

（4項関係）

４項前段は、メルカリ社の賠償責任をすべて免

責する規定であり、消費者契約法８条１号およ

び３号に該当するものとして消費者契約法12条

にもとづき削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂により２項におけるメル
カリ社の免責規定は削除された。 

（５項関係）〔2018/9/3 申入れ〕 

５項は、ユーザーの帰責事由を要件とすること

なく、相当因果関係にある損害を超えてユーザ

ーが賠償責任を負う可能性があることから削除

することが適切である。 

 2020/3/31 改訂によりユーザーの帰責事由
が要件として追加され、賠償範囲について

「弁護士費用を含むあらゆる費用及び賠償

金等」という表現は削除された。 

（６項関係）〔2018/9/3 申入れ〕 
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6.費用の負担 

弊社とユーザー間で紛争が生じた場合において、

当該紛争がユーザーの故意又は過失に起因して

生じた場合には、ユーザーは当該紛争に関連して

弊社に発生した損害を賠償するものとします。 

6.費用の負担 

弊社とユーザー間で紛争が生じた場合、当該紛

争に関連して弊社に発生した弁護士費用を含

むあらゆる費用を、当該ユーザーは連帯して負

担することに同意するものとします。 

６項は、ユーザーの帰責事由を要件とすること

なく、相当因果関係にある損害を超えてユーザ

ーが賠償責任を負う可能性があることから削除

することが適切である。 

 2020/3/31 の改訂によりユーザーの帰責事
由を要件として追加され、賠償範囲について

「弁護士費用を含むあらゆる費用」という表

現は削除された。 
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改  正  後 

（2020/3/31 改訂版） 

第 22 条 非保証及び免責 
1.（2018/5/17 改訂版に同じ） 

2.弊社の免責 
本サービス提供における、不正確、不適切又は不
明瞭な内容、表現、行為等により、ユーザー及び
第三者に対して損害が生じた場合、弊社の故意
又は過失に起因する場合を除き、弊社は、当該損
害について責任を負わないものとします。 

 3.情報提供に関する非保証 
弊社は、本サービスに関連して、ユーザー等に
対して、適宜情報提供を行うことがあります
が、当該情報提供の正確性や有用性を保証する
ものではありません。 

4.コンピュータウィルス等に関する非保証 
  本サービスに関連するコンテンツの中に、コン
ピュータウィルス等有害なものが含まれてい
ないことに関して、保証しません。本サービス
に関連するコンテンツの中に、コンピュータウ
ィルス等有害なものが含まれていたことによ
り生じた損害について、ユーザー及び第三者に
対して、弊社の故意又は過失に起因する場合を
除き、責任を負わないものとします。 

改  正  前 

（2018/5/17 改訂版） 

第 22 条 非保証及び免責 
 1.内容等に関する非保証 
弊社は、本サービスの内容・品質・水準、本サ
ービスの安定的な提供、本サービスの利用に伴
う結果等については、一切保証しません。 

 2.弊社の免責 
本サービス提供における、不正確、不適切、不
明瞭な内容、表現、行為等により、ユーザー及
び第三者に対して損害が生じた場合、故意・過
失の有無にかかわらず、弊社は、当該損害につ
いて一切責任を負わないものとします。 

 3.アドバイス等の非保証 
弊社は、ユーザー等に対して、適宜情報提供や
アドバイスを行うことがありますが、それらに
対して責任を負うものではありません。また、
そのアドバイスや情報提供の正確性や有用性
を保証しません。 

 4.コンピュータウィルス等に関する非保証 
  本サービスに関連するコンテンツの中に、コンピ
ュータウィルス等有害なものが含まれていないこ
とに関しまして、一切保証しません。本サービス
に関連するコンテンツの中に、コンピュータウィ
ルス等有害なものが含まれていたことにより生じ
た損害について、ユーザー及び第三者に対して弊
社は一切責任を負わないものとします。 

申入れの趣旨・理由・結論 

（１項関係） 

本項の規定する本サービスの内容・品質・水準、
本サービスの安定的な提供、本サービスの利用に
伴う結果等について一切保証しない旨の特約は、
民法の適用に比して消費者の権利を制限し、信義
則に反して消費者の利益を一方的に害するもの
であり消費者契約法 10 条に該当するものとして
消費者契約法12条にもとづき削除を求める。 

引き続き協議を継続することが求められる。
（２項関係） 

２項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す
る規定であり、消費者契約法８条１号および３
号に該当するものとして消費者契約法 12 条に
もとづき削除を求める。 

 2020/3/31の改訂によりメルカリ社の故意
又は過失による場合には免責されないも
のとされた。 

（３項関係） 
３項は、情報提供およびアドバイスにかかるメ
ルカリ社の賠償責任をすべて免責する規定で
あり、消費者契約法８条１号および３号に該当
するものとして消費者契約法 12 条にもとづき
削除を求める。 

 2020/3/31の改訂によりメルカリ社の免責
を定める規定は削除された。 

（４項関係）
２項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す
る規定であり、消費者契約法８条１号および３
号に該当するものとして消費者契約法 12 条に
もとづき削除を求める。 

 2020/3/31の改訂によりメルカリ社の故意
又は過失による場合には免責されないも
のとされた。 



18 / 20 

 5.（削除） 

 6.（削除） 

 7.（削除）

 5.機器等に関する免責 

ユーザーが利用した機器・通信回線・ソフトウ

ェア等によりユーザー又は第三者に生じた損

害に関しまして、弊社は一切責任を負わないも

のとします。 

 6.通信障害等に関する免責 

本サービスへのアクセス不能、ユーザーのコン

ピュータにおける障害、エラー、バグの発生等、

及び、本サービスに関連するコンピュータ、シ

ステム、通信回線等の障害に関しまして、弊社

は一切責任を負わないものとします。 

 7.他のウェブサイトに関する免責 

ユーザーが書き込んだ他のウェブサイト等への

ＵＲＬにより、そのリンク先で生じた損害に関

して、弊社は一切責任を負わないものとします。

（５項関係）

５項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す

る規定であり、消費者契約法８条１号および３

号に該当するものとして消費者契約法 12 条に

もとづき削除を求める。 

 2020/3/31の改訂により５項は削除された。
（６項関係）

６項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す

る規定であり、消費者契約法８条１号および３

号に該当するものとして消費者契約法 12 条に

もとづき削除を求める。 

 2020/3/31の改訂により６項は削除された。

（７項関係） 

７項は、メルカリ社の賠償責任をすべて免責す

る規定であり、消費者契約法８条１号および３

号に該当するものとして消費者契約法 12 条に

もとづき削除を求める。 

 2020/3/31の改訂により７項は削除された。
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改  正  後 

（2020/3/31 改訂版） 

第 23 条 損害賠償 
 1.ユーザーの責任 

ユーザーが本規約に違反した場合、当該ユーザ
ーが当該違反により損害を受けたユーザー及
び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の
責任を負うものとします。ユーザーがかかる違
反行為を行ったことにより、弊社が損害を被っ
た場合は、当該ユーザーその他関連当事者は連
帯して当該損害を賠償するものとします。 

2.弊社の免責 
弊社は、弊社による本サービスの提供の停止、
終了又は変更、ユーザー登録の取消、コンテン
ツの削除又は消失、本サービスの利用によるデ
ータの消失又は機器の故障その他本サービス
に関連してユーザーが被った損害につき、弊社
の故意又は過失に起因する場合を除き、賠償す
る責任を負わないものとします。 

3.弊社の責任の範囲 
弊社がユーザーに対して損害賠償責任を負う
場合においても、弊社の責任は、弊社の債務不
履行又は不法行為によりユーザーに生じた損
害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害
に限るものとします。但し、弊社の故意又は重
過失に起因する場合を除きます。 

改  正  前 

（2018/5/17 改訂版） 

第 23 条 損害賠償 
 1.ユーザーの責任及び弊社の免責 
ユーザーが本規約に違反した場合、故意過失を
問わず、当該ユーザーが、当該違反により損害
を受けたユーザー及び第三者に対する損害賠
償責任を含む、一切の責任を負うものとしま
す。ユーザーがかかる違反行為を行ったことに
より、弊社が損害を被った場合は、当事者は連
帯して当該損害を賠償するものとします。 

2.弊社の損害賠償責任 
弊社は、弊社による本サービスの提供の停止、
終了又は変更、ユーザー登録の取消、コンテン
ツの削除又は消失、本サービスの利用によるデ
ータの消失又は機器の故障等、その他本サービ
スに関連してユーザーが被った損害につき、賠
償する責任を一切負わないものとします。な
お、消費者契約法の適用その他の理由により、
本項その他弊社の損害賠償責任を免責する規
定にかかわらず弊社がユーザーに対して損害
賠償責任を負う場合においても、弊社の責任
は、弊社の過失（重過失を除きます。）による債
務不履行又は不法行為によりユーザーに生じ
た損害のうち現実に発生した直接かつ通常の
損害に限り、かつ、当該ユーザーから受領した
代金の累積総額を上限とします。 

申入れの趣旨・理由・結論 

（１項関係） 

１項は、消費者の規約違反につき、故意過失を
問わず責任を負うことを定める条項であって、
民法に比して消費者の義務を加重するものと
して信義則に反して消費者の利益を一方的に
害するものであり、消費者契約法 10 条に該当
するものとして消費者契約法 12 条にもとづき
削除を求める。 

 2020/3/31 の改訂により「故意過失を問わ
ず」という文言は削除された。 

（２項関係）
２項前段は、メルカリ社の賠償責任をすべて免
責する規定であり、消費者契約法８条１号およ
び３号に該当するものとして消費者契約法 12
条にもとづき削除を求める。 

2020/3/31 の改訂によりメルカリ社の免責
にかかる２項とその責任の範囲にかかる３
項が分離され、２項において、メルカリ社
の故意又は過失による場合には免責されな
いものとされた。 
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改  正  後 

（2020/3/31 改訂版） 

第 24 条 一般条項 

 1.通知 

  (1)本サービスに関する弊社からユーザーへの

通知又は連絡は、弊社が運営するウェブサイ

ト又はアプリケーション内の適宜の場所へ

の掲示その他、弊社が適当と判断する方法に

より行なうものとします。弊社は、個々のユ

ーザーに通知及び連絡をする必要があると

判断した際、登録された電子メールアドレ

ス、住所又は電話番号に対し、メッセージン

グ機能、電子メール、郵便、電話等を用いて

通知及び連絡を行うことがあります。 

  （2）（略） 

2.（略） 

3.（略） 

4.本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令

等により無効と判断された場合であっても、当

該無効とされた以外の部分は、継続して有効に

存続するものとします。 

改  正  前 

（2018/5/17 改訂版） 

第 24 条 一般条項 

 1.通知 

  1.本サービスに関する弊社からユーザーへの

通知・連絡は、弊社が運営するウェブサイト

又はアプリケーション内の適宜の場所への

掲示その他、弊社が適当と判断する方法によ

り行なうものとします。弊社は、個々のユー

ザーに通知及び連絡をする必要があると判

断した際、ユーザー情報の電子メールアドレ

ス、住所又は電話番号に対し、メッセージン

グ機能、電子メール、郵便又は電話等を用い

て通知及び連絡を行うことがあります。弊社

からの通知及び連絡が不着であったり遅延

したりといったことによって生じる損害に

ついて、弊社は一切の責任を負いません。 

  2.（略） 

2.（略） 

3.（略） 

4.本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費

者契約法その他の法令等により無効と判断さ

れた場合であっても、本規約の残りの規定及び

一部が無効と判断された規定の残りの部分は、

継続して有効に存続し、当該無効とされた条項

又はその一部を、有効とするために必要な範囲

で修正し、最大限、当該無効とされた条項又は

その一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効

果が確保されるよう解釈されるものとします。

 5.（略） 

 6.（略） 

申入れの趣旨・理由・結論 

（１項１号関係） 

１項１号第３段は、メルカリ社の賠償責任をす

べて免責する規定であり、消費者契約法８条１

号および３号に該当するものとして消費者契

約法 12 条にもとづき削除を求める。 

 2020/3/31の改訂により１項１号第３段は
削除された。 

（４項関係） 

本項は、規約の一部が無効と判断された場合に

おいて、無効となる部分が不明確であり、メル

カリに有利な解釈に従わなければならなくな

る恐れがある点において、民法又は契約自由の

原則に比して消費者の権利を制限する条項で

あって、信義則に反して消費者の利益を一方的

に害するものであり、消費者契約法 10 条に該

当するものとして消費者契約法 12 条にもとづ

き削除を求める。 

 2020/3/31改訂版において文言の修正がな
されたが、引き続き協議を継続することが

求められる。 


